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交
）

◉
交
通
局
規
程
第
十
五
号

東
京
都
交
通
局
自
動
車
営
業
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
交
通
局
自
動
車
営
業
所
処
務
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
自
動
車
営
業
所
処
務
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
交
通

局
規
程
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
東
京
都
交
通
局
南
千
住
自
動
車
営
業
所
の
項
中
「
、
上
第
二

十
六
号
系
統
、
門
第
三
十
三
号
系
統
及
び
Ａ
Ｌ
第
一
号
系
統
」
を

「
及
び
上
第
二
十
六
号
系
統
」
に
改
め
、
同
表
東
京
都
交
通
局
江
戸

川
自
動
車
営
業
所
の
項
中
「
平
第
二
十
三
号
系
統
」
の
下
に
「
、
平

第
二
十
八
号
系
統
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
十
六
号

東
京
都
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
発
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
発
行
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程

東
京
都
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
発
行
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通

局
規
程
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
一
号
中
「
「
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
（
モ
バ
イ
ル
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ

Ｏ
及
びA

pple
Payの

PA
SM
O

を
除
く
。
）
」
」
を
「
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ

Ｏ
（
モ
バ
イ
ル
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
及
びA

pple
Payの

PA
SM
O

を
除

く
。
）
及
び
障
が
い
者
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
中
「
定
期
乗
車
券
」
の
下
に
「
又
は
企
画
乗
車
券
」

を
加
え
る
。

第
十
二
条
中
「
東
京
都
内
に
居
住
し
」
を
「
東
京
都
の
区
域
内
に

住
所
を
有
し
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
準
用
）
」
を
付
し
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

２

こ
の
規
程
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
電
車
条

例
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局
規
程
第
三
十
七
号
）
、
東

京
都
乗
合
自
動
車
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
交
通
局
規
程
第

五
十
号
）
、
東
京
都
地
下
高
速
電
車
旅
客
営
業
規
程
（
昭
和
三
十

五
年
交
通
局
規
程
第
十
号
）
、
東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー

条
例
施
行
規
程
（
平
成
二
十
年
交
通
局
規
程
第
三
十
一
号
）
、
東

京
都
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
平
成
十
九
年
交
通
局
規
程
第

三
号
）
、
東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
平
成
十

九
年
交
通
局
規
程
第
六
号
）
、
東
京
都
地
下
高
速
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
乗
車
券
取
扱
規
程
（
平
成
十
九
年
交
通
局
規
程
第
八
号
）
、
東

京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
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（
平
成
二
十
年
交
通
局
規
程
第
三
十
二
号
）
、
東
京
都
電
車
障
害

者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和
五
年
交
通
局
規
程
第
三
十
二

号
）
、
東
京
都
乗
合
自
動
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程

（
令
和
五
年
交
通
局
規
程
第
三
十
三
号
）
、
東
京
都
地
下
高
速
電

車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
（
令
和
五
年
交
通
局

規
程
第
三
十
四
号
）
及
び
東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
障
害

者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
（
令
和
五
年
交
通
局
規
程
第

三
十
五
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
十
七
号

東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程

東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局
規
程
第
三

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
又
は
東
京
都
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱

規
程
」
を
「
、
東
京
都
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
」
に
改

め
、
「
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
特
定
端
末
」
の
下
に
「
又
は
東
京
都
電
車
障

害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和
五
年
交
通
局
規
程
第
三
十
二

号
）
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
十
八
号

東
京
都
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程

東
京
都
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
平
成
十
九
年
交
通
局
規
程

第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
」
を
「
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」
に
改
め
、

同
条
第
六
項
中
「
東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
（
」
の
下
に
「
昭
和

三
十
九
年
交
通
局
規
程
第
三
十
七
号
。
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
十
五
号
の
二
中
「
及
び
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
」

を
削
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
又
は
東
京
都
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱

規
程
」
を
「
、
東
京
都
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
」
に
改

め
、
「
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
特
定
端
末
」
の
下
に
「
又
は
東
京
都
電
車
障

害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和
五
年
交
通
局
規
程
第
三
十
二

号
）
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
当
該
乗
車
区
間
の
」
を
削
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
」
を
「
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
三
項
中
「
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
」
を
「
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を

「
又
は
」
に
改
め
、
「
実
際
の
乗
車
区
間
の
」
を
削
り
、
同
項
を
同

条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
三
十
条
第
二
項
中
「
定
期
乗
車
券
の
区
間
外
又
は
」
を
削
り
、

「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
四
十
二
条
第
二
項
中
「
当
該
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
発
行
事
業
者
に

て
」
を
「
当
該
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
発
行
事
業
者
に
お
い
て
Ｉ
Ｃ
企
画

乗
車
券
裏
面
に
刻
印
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
カ
ー
ド
番
号
の
Ｉ
Ｃ
企

画
乗
車
券
を
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
当
該
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
発
行
事
業
者
に

て
」
を
「
当
該
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
発
行
事
業
者
に
お
い
て
Ｉ
Ｃ
企
画

乗
車
券
裏
面
に
刻
印
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
カ
ー
ド
番
号
の
Ｉ
Ｃ
企

画
乗
車
券
を
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
十
九
号

東
京
都
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和
元
年
交

通
局
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
項
中
「
又
は
東
京
都
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱

規
程
」
を
「
、
東
京
都
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
」
に
改

め
、
「
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
特
定
端
末
」
の
下
に
「
又
は
東
京
都
電
車
障

害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和
五
年
交
通
局
規
程
第
三
十
二

号
）
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」
を
加
え
る
。



（増刊 11）東 京 都 公 報令和5年3月17日（金曜日）３

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
号

東
京
都
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
（
令
和
二
年
交
通
局

規
程
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
そ
の
他
」
を
削
り
、
「
つ
い
て
は
」
の
下
に

「
、
法
令
、
東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局

規
程
第
三
十
七
号
。
以
下
「
施
行
規
程
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
又
は
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
」
を
「
、
モ
バ
イ

ル
Ｉ
Ｃ
端
末
」
に
改
め
、
「
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
特
定
端
末
」
の
下
に

「
又
は
東
京
都
電
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和
五
年

交
通
局
規
程
第
三
十
二
号
）
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」
を

加
え
る
。

第
八
条
の
二
第
二
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、

第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
一
条
第
四
項
中
「
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
」
を
「
モ
バ
イ
ル
Ｉ

Ｃ
端
末
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交

通
局
規
程
第
三
十
七
号
。
以
下
「
施
行
規
程
」
と
い
う
。
）
」
を

「
施
行
規
程
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
四
項
中
「
取
扱
い
」
の
下
に
「
そ
の
他
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
シ
ス
テ
ム
処
理
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
中
第
五
項
を
削
り
、
第
六
項
を
第
五
項
と
す
る
。

第
十
八
条
の
二
第
二
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と

し
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
十
七
条
第
四
項
中
「
取
扱
い
」
の
下
に
「
そ
の
他
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
シ
ス
テ
ム
処
理
」
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
第
七
項
を
削
る
。

第
二
十
九
条
第
二
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、

第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
十
条
中
「
第
十
一
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を

加
え
る
。

第
三
十
一
条
第
二
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、

第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
一
号

東
京
都
電
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
電
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
電
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成

十
九
年
交
通
局
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
並
び
に
東
京
都
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規

程
」
を
「
、
東
京
都
電
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
」
に
改
め
、

「
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
特
定
端
末
」
の
下
に
「
並
び
に
東
京
都
電
車
障
害

者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和
五
年
交
通
局
規
程
第
三
十
二
号
。

以
下
「
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
規
程
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
」
を
加
え
る
。

第
一
条
の
二
中
「
及
び
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
規
程
」
を
「
、
モ
バ
イ
ル

Ｉ
Ｃ
規
程
及
び
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
規
程
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
規
程
第
二
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
障
害
者

用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

第
六
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
規
程
第
三
条
第
一
項
第
五
号
の
障
害
者
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
及
び
同
項
第
六
号
の
介
護
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
二
号

東
京
都
乗
合
自
動
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
乗
合
自
動
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程

東
京
都
乗
合
自
動
車
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
交
通
局
規
程

第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
、
別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
運
行
系
統
に
お

い
て
は
百
十
円
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
一
枚
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

（
」
を
削
り
、
「
及
び
東
京
都
乗
合
自
動
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
取
扱
規
程
」
を
「
、
東
京
都
乗
合
自
動
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
取
扱
規
程
」
に
改
め
、
「
。
以
下
「
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
規
程
」
と
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い
う
。
」
を
削
り
、
「
を
総
称
し
て
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
東

京
都
乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
」
を
「
、
東
京
都

乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
」
に
改
め
、
「
モ
バ
イ

ル
Ｉ
Ｃ
特
定
端
末
」
の
下
に
「
又
は
東
京
都
乗
合
自
動
車
障
害
者
用

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和
五
年
交
通
局
規
程
第
三
十
三
号
）
に

定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
（
以
下
「
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
等
」
と
総
称

す
る
。
）
を
使
用
し
て
、
一
つ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
等
」
を
加
え
、
「
、

別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
運
行
系
統
に
お
い
て
は
百
六
円
」
を
削
る
。

第
九
条
中
「
一
枚
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」
を
「
一
つ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

等
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
三
中
「
特
定
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
」
の
下
に

「
並
び
に
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
規
程
第
十
九
条
に
規
定
す
る
障
害
者
用
Ｉ

Ｃ
定
期
乗
車
券
」
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
中
「
株
式
会
社
は
と
バ
ス
各
認
定
案
内
所
（
特
殊
定

期
乗
車
券
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

第
四
十
二
条
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
五
十
八
条
中
「
株
式
会
社
は
と
バ
ス
各
認
定
案
内
所
（
特
殊
定

期
乗
車
券
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

第
五
十
八
条
の
三
第
二
項
中
「
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」
の
下
に
「
等
」
を

加
え
る
。

別
表
第
一
中
「
㊫
第
一
号
系
統
、
」
及
び
「
、
㊫
第
七
号
系
統
」

を
削
る
。

別
表
第
一
の
三
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
二
十
八
条
、
第
四
十
二
条
た
だ
し
書
及
び
第
五
十
八
条
の
改
正
規

定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
別
表
第
一
の

三
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
別
表
第
一
及
び
別
表
第
一
の
三

の
改
正
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
三
号

東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
平
成
十
九
年
交
通

局
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
十
五
号
の
二
中
「
及
び
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
」

を
削
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
又
は
東
京
都
乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端

末
取
扱
規
程
」
を
「
、
東
京
都
乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取

扱
規
程
」
に
改
め
、
「
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
特
定
端
末
」
の
下
に
「
又
は

東
京
都
乗
合
自
動
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和
五
年

交
通
局
規
程
第
三
十
三
号
）
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」
を

加
え
る
。

第
十
三
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
二
項
中
「
当
該
企
画
乗
車
券
発
行
事
業
者
に
て
」

を
「
当
該
企
画
乗
車
券
発
行
事
業
者
に
お
い
て
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
裏

面
に
刻
印
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
カ
ー
ド
番
号
の
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券

を
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
」
を
「
Ｉ
Ｃ
企

画
乗
車
券
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
当
該
企
画
乗
車
券
発
行
事
業
者
に
て
」

を
「
当
該
企
画
乗
車
券
発
行
事
業
者
に
お
い
て
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
裏

面
に
刻
印
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
カ
ー
ド
番
号
の
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券

を
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
四
号

東
京
都
乗
合
自
動
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
乗
合
自
動
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
乗
合
自
動
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和

元
年
交
通
局
規
程
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
項
中
「
又
は
東
京
都
乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端

末
取
扱
規
程
」
を
「
、
東
京
都
乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取

扱
規
程
」
に
改
め
、
「
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
特
定
端
末
」
の
下
に
「
又
は

東
京
都
乗
合
自
動
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和
五
年

交
通
局
規
程
第
三
十
三
号
）
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」
を

加
え
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
五
号

東
京
都
乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子
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東
京
都
乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
（
令
和
二
年

交
通
局
規
程
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
そ
の
他
」
を
削
り
、
「
つ
い
て
は
」
の
下
に

「
、
法
令
、
東
京
都
交
通
局
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
送

約
款
（
以
下
「
運
送
約
款
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
又
は
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
」
を
「
、
モ
バ
イ

ル
Ｉ
Ｃ
端
末
」
に
改
め
、
「
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
特
定
端
末
」
の
下
に

「
又
は
東
京
都
乗
合
自
動
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令

和
五
年
交
通
局
規
程
第
三
十
三
号
）
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
」
を
加
え
る
。

第
八
条
の
二
第
二
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、

第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
一
条
第
五
項
中
「
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
」
を
「
モ
バ
イ
ル
Ｉ

Ｃ
端
末
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
四
項
中
「
取
扱
い
」
の
下
に
「
そ
の
他
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
シ
ス
テ
ム
処
理
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
中
第
五
項
を
削
り
、
第
六
項
を
第
五
項
と
す
る
。

第
十
八
条
の
二
第
二
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と

し
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
十
七
条
第
四
項
中
「
取
扱
い
」
の
下
に
「
そ
の
他
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
シ
ス
テ
ム
処
理
」
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
第
七
項
を
削
る
。

第
二
十
九
条
第
二
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、

第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
十
条
中
「
第
十
一
条
第
四
項
」
の
下
に
「
及
び
第
五
項
」
を

加
え
る
。

第
三
十
一
条
第
二
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、

第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
六
号

深
夜
バ
ス
に
よ
る
旅
客
運
送
に
関
す
る
特
例
を
定
め
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

深
夜
バ
ス
に
よ
る
旅
客
運
送
に
関
す
る
特
例
を
定
め

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

深
夜
バ
ス
に
よ
る
旅
客
運
送
に
関
す
る
特
例
を
定
め
る
規
程
（
昭

和
六
十
三
年
交
通
局
規
程
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条

次
の
各
号
に
規
定
す
る
定
期
乗
車
券
で
当
該
区
間
に
有
効

な
も
の
を
所
持
す
る
旅
客
が
、
こ
れ
を
提
示
し
て
深
夜
バ
ス
に
乗

車
す
る
場
合
の
旅
客
運
賃
は
、
深
夜
バ
ス
の
旅
客
運
賃
と
東
京
都

乗
合
自
動
車
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
交
通
局
規
程
第
五
十

号
。
以
下
「
施
行
規
程
」
と
い
う
。
）
第
八
条
、
第
九
条
の
二
及

び
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
と
の
差
額
と
す
る
。

一

施
行
規
程
第
二
十
二
条

二

東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
平
成
十
九
年

交
通
局
規
程
第
六
号
）
第
三
条
第
十
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で

三

東
京
都
乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規
程
（
令
和

二
年
交
通
局
規
程
第
二
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
七
号
又
は

第
十
五
号

四

東
京
都
乗
合
自
動
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令

和
五
年
交
通
局
規
程
第
三
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
第
十
号
か

ら
第
十
二
号
ま
で

五

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
、
日
暮
里
・

舎
人
ラ
イ
ナ
ー
連
絡
定
期
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程

（
昭
和
六
十
三
年
交
通
局
規
程
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
号

又
は
第
三
号

第
四
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

２

次
の
各
号
に
規
定
す
る
乗
車
券
で
当
日
に
有
効
な
も
の
（
午
前

四
時
前
ま
で
は
、
前
日
に
有
効
な
も
の
を
含
む
。
）
を
所
持
す
る

旅
客
が
、
こ
れ
を
提
示
し
て
深
夜
バ
ス
に
乗
車
す
る
場
合
の
旅
客

運
賃
は
、
前
項
の
規
定
に
準
じ
て
取
り
扱
う
。

一

東
京
都
乗
合
自
動
車
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程

（
平
成
十
年
交
通
局
規
程
第
四
十
九
号
）
に
基
づ
い
て
発
売
し

た
乗
車
券

二

東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る

規
程
（
平
成
十
九
年
交
通
局
規
程
第
七
号
）
に
基
づ
い
て
発
売

し
た
乗
車
券

三

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
、
日
暮
里
・

舎
人
ラ
イ
ナ
ー
共
通
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程

（
昭
和
五
十
二
年
交
通
局
規
程
第
十
六
号
）
に
基
づ
い
て
発
売

し
た
乗
車
券

四

東
京
都
交
通
局
と
関
東
の
鉄
道
会
社
等
と
の
企
画
乗
車
券
の

発
売
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
三
十
年
交
通
局
規
程
第
十
六

号
）
に
基
づ
い
て
発
売
し
た
乗
車
券

五

東
京
都
交
通
局
記
念
乗
車
券
規
程
（
昭
和
六
十
年
交
通
局
規

程
第
四
十
一
号
）
第
三
条
第
一
号
、
第
一
号
の
三
又
は
第
四
号

六

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
及
び
日
暮
里
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・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
と
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
線
等
と
の
連

絡
運
輸
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
交
通
局
規
程
第
八

号
）
第
五
条
各
号

別
表
深
夜
第
３
号
系
統
の
項
中
「
午
後
１１
時
１５
分
」
を
「
午
後
１１

時
３６
分
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

別
表
の
改
正
規
定
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
七
号

東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程

（
平
成
十
九
年
交
通
局
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
条
中
「
並
び
に
東
京
都
乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取

扱
規
程
」
を
「
、
東
京
都
乗
合
自
動
車
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
取
扱
規

程
」
に
改
め
、
「
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
特
定
端
末
」
の
下
に
「
並
び
に
東

京
都
乗
合
自
動
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和
五
年
交

通
局
規
程
第
三
十
三
号
。
以
下
「
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
規
程
」
と
い

う
。
）
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
並
び
に
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
規
程
第
三
条
第
一
項

第
三
号
に
定
め
る
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
」
を
「
、
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
規

程
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
」
に
改
め
、

「
第
十
一
号
に
定
め
る
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
特
定
端
末
」
の
下
に
「
並
び

に
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
規
程
第
二
条
第
一
項
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
」
を
加
え
、
「
並
び
に
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
規
程
第
三
条
第
一
項
第

三
号
の
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
」
を
「
、
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
規
程
第
三
条

第
一
項
第
三
号
の
モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
端
末
」
に
改
め
、
「
第
十
一
号
の

モ
バ
イ
ル
Ｉ
Ｃ
特
定
端
末
」
の
下
に
「
並
び
に
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
規
程

第
三
条
第
一
項
第
五
号
の
障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
及
び
第
六
号
の
介
護

者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
八
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
地
下
高
速
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗

車
券
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規

程
（
令
和
元
年
交
通
局
規
程
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
、
地
下
高
速
電
車
」
の
下
に
「
線
内
」
を

加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
各
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
相
互
間
」
を
「
前
項

に
規
定
す
る
旅
客
が
地
下
高
速
電
車
を
含
む
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
相
互

間
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

前
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
出
す
る
片

道
普
通
旅
客
運
賃
相
当
額
又
は
片
道
普
通
旅
客
運
賃
か
ら
五
割

を
減
じ
た
額
を
Ｓ
Ｆ
残
額
か
ら
減
額
す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
「
二
以
上
」
を
「
旅
客
は
、
二
以

上
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
前
項
に
定
め
る
割
引
と
前
条
第
五
項
に
規
定
す
る
割

引
と
の
重
複
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
九
号

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車

券
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車

券
取
扱
規
程
（
令
和
元
年
交
通
局
規
程
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
ラ
イ
ナ
ー
」
の
下
に
「
線
内
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
中
「
各
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
相
互
間
」
を
「
前
項
に
規
定

す
る
旅
客
が
ラ
イ
ナ
ー
を
含
む
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
相
互
間
」
に
改
め
、

同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

前
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
出
す
る
片

道
普
通
旅
客
運
賃
相
当
額
又
は
片
道
普
通
旅
客
運
賃
か
ら
五
割

を
減
じ
た
額
を
Ｓ
Ｆ
残
額
か
ら
減
額
す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
「
二
以
上
」
を
「
旅
客
は
、
二
以

上
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
前
項
に
定
め
る
割
引
と
前
条
第
五
項
に
規
定
す
る
割

引
と
の
重
複
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
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附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
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